
3,261 508,287 61,452

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費

　令和元年１０月１日から、消費税率（国・地方）が８％から１０％（うち地方消費税率について
は１．7％から２．２％）に引き上げられました。
　この引上げ分の地方消費税収（地方消費税交付金）については、その使途を明確化し、すべて社
会保障施策に要する経費に充てることとされています。
　本市の令和４年度当初予算案における歳入及び充当状況については、次のとおりです。
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（１）歳入

（単位：千円）　社会保障施策に要する経費

国県支出金 地方債 その他
うち社会保障
財源化分

一 般 財 源

７　地方消費税交付金

款 項

１　地方消費税交付金

（単位：千円）

予 算 現 額

916,000（うち社会保障財源化分505,000）

事 業 区 分 事業費
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